
神埼市省エネ家電買換支援補助金交付要綱  

                              令和８年３月１２日 

要 綱 第 １ ３ 号 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、エネルギー消費性能の優れた家電製品（以下「省エネ家電製品」とい

う。）に買い換えることにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民

のエネルギー費用の負担軽減及びエネルギーの利用の合理化促進による地球温暖化対策の推

進を図るため、省エネ家電製品を買換える者に対し、予算の範囲内において、神埼市補助金

等交付規則（平成１８年規則第４４号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、神

埼市省エネ家電買換支援補助金（以下「補助金」という。）を交付する。  

（補助事業）  

第２条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

次の各号のいずれかに該当する新品の省エネ家電製品（以下「補助対象製品」という。）を施

行日以後に購入し、市内に所在する自己の居住の用に供する住宅（その一部を店舗、事務所

等の用に供する住宅を含む。）に設置する事業とする。  

（１） エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下、「省エネ法」という。）に基づく省エ

ネルギーラベルの目標年度が２０２０年のもののうち省エネ基準達成率が１００％以上の

ＬＥＤ照明器具 

（２） 省エネ法に基づくエネルギーラベルの目標年度が２０２１年のもののうち省エネ基準

達成率が１００％以上の電気冷蔵庫 

（３） 省エネ法に基づくエネルギーラベルの目標年度が２０２７年のもののうち省エネ基準

達成率が１００％以上のエアコン 

（補助対象者）  

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の要件を全

て満たす者とする。 

（１） 補助金の交付申請日において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に規定す

る住民基本台帳に記録され、現に本市に居住している者であること。 

（２） 自らが属する世帯全員が市税を滞納していない者であること。 

（３） 神埼市暴力団排除条例（平成２４年条例第５号）第２条に規定する暴力団員、暴力団

員等、暴力団等に該当しない者であること。 

 （補助対象経費等） 



第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要す

る経費のうち、省エネ家電製品等の購入費、配送費及び設置費（消費税及び地方消費税を除

く。）とする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費の合計値の４分の１に相当する額（その額に１，０００円未 

満の端数があるときは、これを切り捨てた額）又は５万円のいずれか低い額とする。 

３ 補助金の交付の回数は、補助対象者の属する世帯につき１回限りとする。  

（交付申請）  

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、神埼市省エネ家電買

換支援補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、令和８年５月

１日から令和９年２月２８日までの期間に市長に提出しなければならない。  

（１） 補助対象経費に係るレシート又は領収書の写し（購入者名、購入日、購入店舗名、購入

金額、配送費・設置費、製品名、機種名（型番）、及び支出の内訳が確認できるもの） 

（２） 補助対象製品の製造事業者が発行する保証書の写し  

（３） 補助対象製品（電気冷蔵庫・エアコン）の設置住所が確認できる書類の写し 

（４） 既存の蛍光灯又は白熱灯等を交換し、新たに補助対象製品（ＬＥＤ照明器具）を設置し

たことが分かる写真 

（５） 買換えに伴う機器（電気冷蔵庫・エアコン）の処分に係る家電リサイクル券排出者控え

の写し又は下取り・売却を証する書類の写し 

（６） 補助金の振込先口座が確認できる書類 

（７） その他市長が必要と認める書類  

２ 前項の規定にかかわらず、申請者は書面による申請書の提出に代えて、市長が指定する電

子申請（市の機関の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気配信回

線で接続した電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。）の方法により申請書を提出す

ることができる。 

３ 市長は、交付申請を先着順に受け付けるものとする。 

（交付決定等）  

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、補助金の交付及びその額を決定し、神埼市省エネ家電買換支援補助金交付決定通知書兼

交付金額確定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。この場合におい

て、市長は、必要に応じて条件を付することができる。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、神埼市省

エネ家電買換支援補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとす

る。 



３ 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。  

（実績報告等の特例）  

第７条 規則第１２条に規定する実績報告については、第５条に規定する交付申請をもって当該

実績報告があったものとみなす。  

（交付方法）  

第８条 補助金の交付方法は、補助申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。  

（財産の管理及び処分の制限）  

第９条 第６条第１項に規定する交付決定通知を受けた者（以下「受給者」という。）は、補助

事業により取得した省エネ家電製品等について、補助事業の完了後においても善良な管理者

の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を

図らなければならない。  

２ 受給者は、補助事業により取得した省エネ家電製品等について、ＬＥＤ照明器具にあっては

当該交付決定の日から起算して１５年間、電気冷蔵庫及びエアコンにあっては当該交付決定

の日から起算して６年間、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、又は担保に供してはならない。ただし、天災等による破損等自己の責めに帰すべき事

由以外により補助金の交付を受けた機器を処分する場合にあっては、この限りでない。 

（返還命令）  

第１０条 規則第１６条に規定する補助金等返還命令書は、神埼市省エネ家電買換支援補助金返

還命令書（様式第４号）のとおりとする。  

（補則）  

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。   

（失効等）  

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第６条の規

定により市長が補助金の交付の決定をした者に係る第９条から第１１条までの規定につい

ては、この要綱は同項の規定による失効後も、なおその効力を有する。  

  

 



様式第１号(第５条関係)  
  

 神埼市長      様  
  

 

神埼市省エネ家電買換支援補助金交付申請書兼請求書 
  

 
 神埼市省エネ家電買換支援補助金の交付を受けたいので、神埼市省エネ家電買換支援補助金交付要

綱第 5条第 1 項の規定により、関係書類を添えて申請し、請求します。  
 

 
 

 
 ※補助率適用額（A）は別紙の合計金額の総計を記載 
 

 

フリガナ 申請日

氏  名 生年月日

電話番号
日中連絡が取れるもの

 令和  年  月  日 

申
請
者

住  所

     年  月  日 

 神埼市

〒   −

補助率適用額 別紙（Ａ）× １／４ ＝             円 （Ｂ）

（Ｂ）の１，０００円未満切捨て額 円 （Ｃ）

補助限度額 ５０，０００ 円 （Ｄ）

 （Ｃ），（Ｄ）いずれか少ない金額
       円補助金申請・請求額  

補
助
金
の
額

［振込先]
□銀行 □組合 □本店 □支店
□金庫 □(   ) □支所 □出張所

預金種別
口座番号
フリガナ

口座名義人

□ 普通預金        □ 当座預金

※申請者本人名義以外の口座は指定できません。

金融機関
金融機関コード 支店コード

（店番）



 
 
 

購入した家電は、以下の省エネ性能を満たしたものである。

LED照明器具：省エネ基準達成率（目標年度２０２０年度）１００％以上
電気冷蔵庫   ：省エネ基準達成率（目標年度２０２１年度）１００％以上
エアコン      ：省エネ基準達成率（目標年度２０２７年度）１００％以上

2 購入した家電は、買換えを目的としたものである。(新設ではない。) □

3 購入した家電は、新品のものである。 □

4 購入した家電は、令和８年４月１日から令和９年2月28日までの期間に購入したものである。 □

5 購入した家電は、市内の自らが居住する住宅に設置するものである。 □

6
申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、これまでに本補助金の規定に基づく神埼市省エネ家電買
換補助金の交付決定を受けていない。

□

7 補助金申請（請求）額にクーポン券や販売店のポイントなどにより支払った金額が含まれていない。 □

8
補助金の交付決定の日から起算して下記の年数は、返品、譲渡、交換、貸し付け、転売等をしない。
（処分制限の期間：LED照明器具15年、電気冷蔵庫及びエアコン6年）

□

9 申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、市税を滞納していない。 □

10
神埼市暴力団排除条例（平成２４年条例第５号）第２条に規定する暴力団員、暴力団員等、暴力団等
に該当しない。

□

11
本補助金受領後に上記の各項目の内容と相違が発生した場合や本補助金交付要綱の規定に違反した場
合は、交付された補助金を市が指定する期日までに返還する。

□

12
本補助金の交付事務に必要な内容に関し、住⺠登録及び市税収納状況について、市が調査閲覧するこ
とに同意する。

□

 　　誓約内容と事実に相違が判明した場合、この補助金の交付が受けられなくなっても異議は
　　ありません。

   　　神埼市長　      　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       申請者氏名

同意・誓約事項
(注)チェックできない項目がある場合は申請できません。

1 □

✔チェック
してください

添付書類 ✔チェック
してください

 補助対象経費に係るレシート又は領収書の写し
  ・補助対象製品(購入者名、購入日、購入店舗名、購入金額、製品名、機種名（型番）及び支出の
  内訳の記載があるもの)
  ・配送及び設置に係る費用がわかるもの

2  メーカーが発行した保証書の写し □

 設置住所が確認できる書類の写し【電気冷蔵庫・エアコン】

 設置前後の状況が確認できる写真【LED照明器具】

  ・既存の蛍光灯、白熱灯を設置している写真（設置前）
  ・購入したLED照明器具を設置したことが分かる写真（設置後）

 家電リサイクル券排出者控又は下取り・売却を証する書類の写し 【電気冷蔵庫・エアコン】

  ・買換え１件につき１枚

5  補助金の振込先口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し □

□

□

1

3

4 □



別紙 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LED 照明器具、電気冷蔵庫、エアコン 合計金額の総計 （A）      円 ※補助対象経費  

電気冷蔵庫
メーカー 製品名 機種名（型番） 本体購入価格(税抜)

   円

   円

円 (b)

合計金額 円 (a)+(b)

※本体購入価格には、消費税、値引き、クーポン券、ポイント支払い及びリサイクル料は含みません。

配送・設置にかかった費用（税抜）

(a)

エアコン
メーカー 製品名 機種名（型番） 本体購入価格(税抜)

   円

   円

円 (b)

合計金額 円 (a)+(b)

※本体購入価格には、消費税、値引き、クーポン券、ポイント支払い及びリサイクル料は含みません。

(a)

配送・設置にかかった費用（税抜）

LED照明器具

メーカー 製品名 機種名（型番） 本体購入価格(税抜)

   円

   円

   円

   円

   円

円 (b)

合計金額 円 (a)+(b)

※本体購入価格には、消費税、値引き、クーポン券及びポイント支払いは含みません。

設置にかかった費用（税抜）

　　　(a)



様式第２号(第６条関係)  

   第       号 

令和 年  月  日 

 

          様  

 

神埼市長          

 

 

 

神埼市省エネ家電買換支援補助金交付決定通知書兼確定通知書 

  

 

   年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、神埼市補助金等交

付規則第６条及び第１２条並びに神埼市省エネ家電買換支援補助金交付要綱第６条第

１項の規定により、下記のとおり決定し、額を確定したので通知します。  

 

 

記 

 

 

 

１ 補助金の交付決定額及び確定額      金          円 

 

 

 

※上記金額は、指定された口座に振り込まれます。 

                         振込予定日   年   月   日 

 
 
 
 
 
 
 
 



様式第３号(第６条関係)  

   第       号 

令和 年  月  日 

 

          様  

 

神埼市長          

 

 

 

神埼市省エネ家電買換支援補助金不交付決定通知書 

  

 

   年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、神埼市省エネ家電

買換支援補助金交付要綱第６条第２項の規定により、審査の結果、補助金の交付を不

適当と決定したため通知します。  

 

 

記 

 

 

不交付の理由 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第４号(第１０条関係)  

   第       号 

令和 年  月  日 

 

          様  

 

神埼市長          

 

 

神埼市省エネ家電買換支援補助金返還命令書 

  

 

   年  月  日付け第   号で交付決定した神埼市省エネ家電買換支援補助金

については、下記の理由により交付決定を取り消しましたので、神埼市補助金等交付

規則第１６条及び神埼市省エネ家電買換支援補助金交付要綱第１０条の規定により、

下記のとおり返還を命じます。  

 

 

記 

 

１ 補助事業の名称    神埼市省エネ家電買換支援補助金 

 

２ 補助金返還額                  円 

 

３ 補助金の確定額                 円 

 

４ 補助金の交付決定額               円 

 

５ 補助金の既交付額                円 

 

６ 補助金返還の理由 

   

７ 補助金返還期限       年   月   日まで 

 

８ 補助金返還方法 

 

 
 


